
発生主義会計方式で表した三重県決算について
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財政課

１ 県の財政を発生主義会計により公表するメリットについて

  一般的に官庁会計は現金主義であり、カネの出入りのみを追った会計です。これは、

簡単にいえば、家計簿のようなものです。しかし、地方債を発行するなど、単年度の

現金の流れだけで把握できない歳入や歳出の項目が増えてくると、現金主義の会計で

は財政状況を正しく把握できないという問題が生じます。

  また、現金主義会計では、ストックの表示が十分でないので、県が所有している社

会資本がストックベースでどれだけ残されており、それが県の債務残高とどれだけの

量的な関係になっているのかが明かではありません。それと同時に、自治体財政が実

質的に（発生ベースで）赤字なのか黒字なのか分からないという問題があります。多

額の地方債を発行すれば、キャッシュ･フローは楽になりますが、それだけ将来の負担

を残します。

  こうした将来負担を含めて、自治体財政の実態を正しく把握するためには、従来の

現金主義会計にあわせて企業会計方式と同様の発生主義によって、決算を表すことが

有効になります。

２ 三重県で試みた会計方式の特徴

(1) 自治体財政の発送に適応した会計方式

  本来、自治体は設置法を根拠としており、資本金を元に設立され、信用と営業

の実績によって株主の支持を得ることで存続する企業とは発想として異なります。

  加えて地方財政には、補助金や基金、債務負担行為などさまざまな特有の制度

があり、これらを表せる会計方式が必要となります。発想は発生主義であっても、

その項目は企業と自治体では大きく違わざるを得ません。三重県ではそのような

方式を目指しました。

(2) 情報開示の観点からの新しい試み

  単に既存のデータを加工して企業会計方式で示すのではなく、地方財政論の観

点からどのようなデータを県民に公表することに意味があるかに重点を置いて作

成しています。

① 社会資本の減価償却に当たっては、法人税法に縛られず、社会資本の利用の

実態にあわせて長期の償却期間を設定した。

② 資産評価にあたっては、建設に要した補助金や負担金等を考慮し、これを財

務諸表のうえで明示した。

③ 社会資本は県有資産だけに限定せず、市町村に出している補助金や国直轄事

業への負担金など、県民に対して県が建設する義務を負っている資産は、す

べて含めて資産評価し、減価償却を考えることとした。



④ フローの会計を経常会計と建設会計に分け、財政運営の通念を表現できる会

計方式とした。

⑤ 税収のうち、滞納などによる未収金や政策減税の額を明示した。

⑥ 低利融資による製作コストを明示した。

⑦ 繰越明許日・債務負担行為などを発生ベースで評価し、処理した。

３ 従来の会計との具体的な違い

(1)   経常会計でできるだけ黒字を残し、建設財源に充当しようという財政運営の基

本的なスタンスを表すために、収支計算書を経常会計と建設会計に分けています。

  収益(歳入)については、経常会計では使途が特定されない経常的な財源をあげ、

建設会計では建設財源と使途の特定されている建設補助金、分担金及び負担金等

を計上しています。諸収入や財産収入では、資本の果実にあたる利子等は計上会

計の収益(歳入)とし、資本そのものである元本の回収金などは建設会計の収益(歳

入)としています。

  費用(歳出)については、経常会計では資産を形成しない経常的な支出をあげ、建

設会計では資産を形成する投資額等を計上しています。地方債の元利償還である

公債費のうち、利子分は経常会計の費用(歳出)であり、元本償還分は建設会計の費

用(歳出)になります。

(2) 現金主義会計と同じ項目であるが数値が異なるもの

① 地方税

  現金主義では決算額(現年度分及び滞納繰越分)ですが、発生主義では調定額

が収益(歳入)になります。そのうち、未収分は収益にあげた上で累積額を貸借

対照表の資産の項目に入れます。また、税法上の時効が来て回収不能となっ

た税は未収地方税償却として費用(歳出)にあげています。

  また、県の政策として特定の税を軽減していますが、その政策減税分も収

益(歳入)にあげるとともに、費用(歳出)にも同額を支出として計上しています。

② 人件費

毎年度の退職金の準備率を 20%として、退職給与引当を行うこととしました。

積み上げられた引当金は、貸借対照表の負債の項目にあがっています。

(3) 現金主義では現れない項目

① 減価償却

  法人税法では税を徴収するという観点で減価償却期間を定めていますが、

県はいくら利益を出しても課税対象にはならないことから、施設等の利用実

態を考慮して償却期間を 50年としました。資産の種類によって細かく設定す

ることは今後の課題となります。

(4) 貸借対照表について

  現金主義では資産評価はしないので、もちろん貸借対照表はありません。しか



し、普通会計では基金や貸付金･出資金などの金融資産や土地などの実物資産が一

部記録されています。道路など別途台帳が作られている社会資本を除き、土地と

建物の取得価格の台帳があります。ここでは、それらと普通建設事業の過年度分

の積み上げ計算から資産残高を推定しています。

  また、普通建設事業の財源を補助金、地方債、県の財源に分け、補助金は資本

剰余金、地方債は地方債残高、県財源は利益剰余金として負債や資本に計上して

います。

４ 三重県財政の発生主義による分析結果

(1) 当年度収支差額

  経常経費と経常収入の差は当年度収支差額と定義できます。当年度収支差額は

黒字であり、その意味では健全な財政を保っています。しかし、今後は過去の社

会資本建設に伴う減価償却費の増加が見込まれますから、収支差額を一定水準に

保つためには厳しい財政運営が必要になります。

(2) 経常余剰

  最近の経常余剰が赤字になっています。これは、減価償却を費用計上し、建設

投資を現状どおりにするならば、経常費を賄う現金が不足するので、経常余剰＝

赤字と考える必要はありませんが、健全な財政運営の目安としては黒字の方が望

ましいことになります。

(3) 建設会計への繰出金

① 建設支出に充当される財政資金の大きさを示しています。これが大きいほど

財政運営は健全であるといえます。建設会計への繰出金／建設会計の費用、

の割合は以下のように推移しており、最近では低下傾向にあります。これは

地方債の発行を抑制していることが大きく影響しています。

平成 4年度 平成 5年度 平成 6年度 平成 7年度 平成 8年度

    44.0%     28.9%     30.4%     35.3%     35.8%

② また、官庁会計の経常収支比率にあたる指標はここでは、1 ― (建設会計へ

の繰出金 ＋ 経常余剰)／経常会計の費用、の割合にあたり、数値は低いほど

よいといえます。この数値が最近年度ほど大きくなっているのは、経常余剰

が赤字になっていることによります。

平成 4年度 平成 5年度 平成 6年度 平成 7年度 平成 8年度

    74.7%     73.6%     77.4%     81.4%     79.5%

(4) 債務残高と資産評価

  貸借対照表では、県民の資産は固定資産だけで平成 8年度末で 3兆 5,089億円

あって、負債額 8,177 億円を大きく上回ります。しかし、地方債などの債務を上

回る資産があるといっても、お金が積まれているわけではないので、地方債の償

還が容易であるというわけではありません。社会資本は、民間の資産のように、



容易に売却できるものではないからです。

  県の金融資産は、流動資産で計上している現金･預金･信託及び土地開発基金で

保有している土地などです。平成 8年度末で 6,700億円を超える地方債残高に対

し、換金可能な資産は 1,700 億円ほどであり、これを償還するあては基本的には

2,400億円弱の地方税収入となります。

(5) 全体として

  以上のように財務諸表を見る限り、三重県財政は概ね健全なものとなっていま

す。しかし、過年度の社会資本の建設がもたらした減価償却の負担はこれからも

大きく、黒字の収支差額を今後も計上できるかどうかは予断を許さない状況です。

  最近特に経常余剰が縮小しており、税収等が回復するまでは慎重な財政運営が

必要となります。



三重県普通会計貸借対照表

この貸借対照表は、三重県普通会計決算を発生主義の会計処理に沿って、一定の考え
方のもとで試算したものであり、今後の議論のたたき台とするものである。

(単位：億円)

資産の部 H4年度 H5年度 H6年度 H7年度 H8年度 負債の部 H4年度 H5年度 H6年度 H7年度 H8年度

1 流動資産 2,524 2,836 2,498 2,249 2,197 1 流動負債 1,229 1,322 1,015 1,364 1,572

 (1) 現 金 ･ 預 金 2,123 2,227 1,958 1,695 1,618   (1)
未 払 金
（債務負担行為等）

1,025 1,112 786 1,055 1,146

 (2) 信 託 等 133 161 163 138 193   (2)
1 年 内 返 済 予 定
地 方 債

204 210 229 309 426

 (3) 未 収 地 方 税 86 97 100 104 87 2 固定負債 3,940 4,656 5,139 5,897 6,605

 (4) 未 収 特 定 財 源 182 351 278 313 300   (1)
1 年 超 返 済 予 定
地 方 債

3,686 4,395 4,841 5,583 6,282

2
固定資産（社会資本
及び土地）

25,106 27,963 30,443 32,614 35,034   (2) 退 職 給 与 引 当 金 254 261 297 314 323

 (1) 建 物 ･ 構 築 物 等 23,431 25,809 28,267 30,610 33,028 3 負債合計 5,169 5,979 6,154 7,261 8,177

 (2) 減 価 償 却 累 計 額 ▲ 3,335 ▲ 3,623 ▲ 3,938 ▲ 4,279 ▲ 4,648 資本の部

 (3) 土 地 2,993 3,203 3,427 3,679 3,970 4 資本剰余金 8,846 9,398 9,966 10,546 11,096

 (4) 建 設 仮 勘 定 2,018 2,575 2,686 2,605 2,683 5 自己資本 14,777 16,722 18,211 18,568 19,553

3 投資等 1,162 1,299 1,390 1,512 1,595   (1) 利 益 剰 余 金 12,409 13,514 14,585 14,554 14,543

  (2) 基 金 2,088 1,964 1,848 1,753 1,685

  (3) 収 支 差 額 そ の 他 280 1,244 1,778 2,262 3,325

6 資本合計 23,622 26,120 28,177 29,114 30,649

4 資産合計 28,791 32,098 34,331 36,375 38,826 7 資本負債合計 28,791 32,098 34,331 36,375 38,826



三重県普通会計収支計算書

この収支計算書は、三重県普通会計決算を発生主義の会計処理に沿って、一定の考え
方のもとで試算したものであり、今後の議論のたたき台とするものである。

経常会計 (単位：億円)

費用(歳出) H4年度 H5年度 H6年度 H7年度 H8年度 収益(歳入) H4年度 H5年度 H6年度 H7年度 H8年度

1 人件費 2,094 2,131 2,219 2,253 2,303 1 地方税(調定額) 2,078 1,981 2,001 2,025 2,109

 (1)   退職給与引当金繰入 173 165 192 171 150  (1)   未収分 58 66 67 66 58

2 扶助費 186 149 155 160 159  (2)   政策減税分 17 17 10 12 12

3 物件費等 828 882 995 972 1,013 2 地方譲与税(経常分） 104 119 119 121 130

4 減税による歳出相当分 17 17 10 12 12 3 地方交付税 1,503 1,469 1,466 1,511 1,624

5 低利子貸付利子補給相当分 23 11 20 1 16 4 国庫支出金(経常分） 749 996 1,021 792 757

6 公債費（利子分） 158 183 221 243 263 5 低利融資によるみなし収入 23 11 20 1 16

7 減価償却費 290 324 358 391 408 6 その他 506 605 751 666 682

8 その他 112 116 184 132 54

9 小   計 3,708 3,812 4,161 4,165 4,227

10 当年度収支差額 1,255 1,367 1,217 952 1,091

 (1)   建設会計への繰出金 1,477 1,083 947 1,389 1,409

 (2)   経常余剰 ▲ 221 284 270 ▲ 437 ▲ 318

11 合   計 4,963 5,180 5,378 5,117 5,318 7 合    計 4,964 5,180 5,378 5,117 5,318

建設会計

費用(歳出) H4年度 H5年度 H6年度 H7年度 H8年度 収益(歳入) H4年度 H5年度 H6年度 H7年度 H8年度

1 普通建設事業費 2,372 2,777 2,594 2,673 2,751 1 地方譲与税(建設分） 51 50 24 22 25

2 失業対策事業費 5 4 4 4 0 2 国庫支出金(建設分） 608 657 673 715 642

3 未払金(債務負担行為等） 27 88 ▲ 326 269 92 3 未収特定財源 34 169 ▲ 73 35 ▲ 13

4 公債費(元金分） 193 204 208 230 308 4 地方債 729 1,180 908 1,052 1,124

5 貸付金、投資･出資金等 760 679 639 755 787 5 貸付金等の元本回収金等 459 612 640 718 751

6 小    計 1,881 2,668 2,172 2,542 2,529

7 経常会計からの繰入金 1,477 1,083 947 1,389 1,409

6 合   計 3,358 3,751 3,120 3,931 3,938 8 合    計 3,358 3,751 3,120 3,931 3,938


